
 

あま市公告第２４号 

 

制限付一般競争入札（事後審査方式）を実施するので、あま市契約規則（平成２２年あま市規則第３９

号）第７条の規定に基づき次のとおり公告する。 

 

令和７年４月２１日 

 

あま市長 村 上 浩 司       

 

 

１ 対象工事 

⑴ 工 事 名 七宝プール解体整備工事 

⑵ 工事場所 七宝プール 

⑶ 工  期 契約締結日の翌日から令和８年３月３１日まで 

⑷ 工事概要 ア 七宝プール解体工事 敷地面積（9,083.64㎡） 

        (ｱ) 管理棟（２階建） RC造（725.22㎡）  

        (ｲ) 大人用プール RC造（375.00㎡）   

        (ｳ) 小人用プール RC造（375.00㎡）  

        (ｴ) 幼児用プール RC造（144.19㎡） 

        (ｵ) プールサイド RC造（1,809.30㎡) 

        (ｶ) 倉庫・ブロワー庫 RC造（97.80㎡） 

        (ｷ) 自転車置場 （97.80㎡） 

        (ｸ) 駐車場 （496.28㎡） 

        (ｹ) 観覧席 （209.09㎡） 

        (ｺ) 便所 （18.85㎡） 

        (ｻ) 外構等 （23.03㎡） 

        (ｼ) 七宝プール解体工事に伴う電気設備工事 

        (ｽ) 七宝プール解体工事に伴う機械設備工事 

       イ 駐車場整備工事 

         (ｱ) プール解体撤去後の駐車場への敷地内整備 

⑸ 予定価格 金２２３，２５９，３００円 

（うち消費税及び地方消費税額 金２０，２９６，３００円） 

 ⑹ 最低制限価格の設定 有 

 

２ 入札方法等 

⑴ この入札は、あいち電子調達共同システム（ＣＡＬＳ／ＥＣ）における電子入札サブシステム（以

下「電子入札システム」という。）により実施するため、電子署名及び認証業務に関する法律（平成

１２年法律第１０２号）に基づき、主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者が発行する電子的

な証明書を格納しているカードのうち電子入札コアシステムに対応しているカード（ＩＣカード）に

より、利用者登録を行わなければならない。 

⑵ この入札は、あま市制限付一般競争入札実施要綱（平成３１年あま市訓令第３号）、あま市建設工

事等電子入札実施要綱（平成３１年あま市訓令第２号）及びあま市公共工事等入札者心得書により行



う。 

あま市ホームページ（https://www.city.ama.aichi.jp/bussiness/nyusatsu/1003768.html）参照 

⑶ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する金額を加

算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落

札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

⑷ 入札回数は、あま市契約規則に基づき１回とし、入札書に併せて必ず工事費内訳書【様式７】を提

出すること。 

⑸ 事前公表をした予定価格を超える金額又は最低制限価格が設定されている場合の最低制限価格に達

しない金額の入札書を提出したときは、失格とする。 

 ⑹ この入札は、設計書、図面、及び仕様書（以下「設計図書」という。）の閲覧を入札情報サービス

で行う入札です。 

⑺ 本工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４号）に基づき、

分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務付けられた工事であるため、契約に当た

り分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び所在地、再資

源化等に要する費用を契約書に記載する必要があることから、設計図書に記載された処理方法等を参

考に積算した上で入札すること。 

   また、分別解体等の方法を契約書に記載するために、落札者は落札決定後に発注者と協議を行うこ

ととします。 

 

３ 入札に参加する者に必要な資格 

本工事の入札に参加できる者は、次に掲げる要件を備えた単体企業又は特定建設工事共同企業体（構

成員が二者となるものに限る。以下「特定ＪＶ」という。）とする。 

 ⑴ 単体企業及び特定ＪＶの各構成員が、次に掲げる条件を全て満たしていること。 

  ア 単体企業及び特定ＪＶの全ての構成員に必要な条件 

   (ｱ) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であるこ

と。 

   (ｲ) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手続開始の申立てがなさ

れていない者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条に基づき再生手続開始の申

立てがなされていない者であること。ただし、会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた

者又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者で、再度の入札参加資格審査の申請を

行い認定を受けた者については、更生手続開始又は再生手続開始の申立てをなされなかった者と

みなします。 

   (ｳ) 本工事の公告の日から落札決定日までの間に、あま市工事等請負業者指名停止取扱に関する要

領（平成２２年あま市訓令第４４号）に基づく指名停止、愛知県若しくは愛知県内の地方自治体

からの指名停止、又はそれに準じる措置を受けていないこと。 

   (ｴ) 本工事の公告の日から落札決定日までの間に、あま市が行う調達契約等からの暴力団の排除に

関する要綱（平成２２年あま市訓令第４６号）第３条第１項の規定による排除措置を受けていな

いこと。 

   (ｵ) 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条の規定により、解体工事業について特定建設業

又は一般建設業の許可を受けていること。ただし、下請代金の総額が５，０００万円以上となる

場合には、特定建設業の許可が必要となります。 

(ｶ) 元請として、過去１５年間（平成２２年４月１日から入札参加申込書（以下「参加申込書」と



いう。）を提出する前日まで。以下同じ。）に、次に掲げる公共工事を完了した実績（以下「参加

資格施工実績」という。）があること。なお、共同企業体の構成員としての参加資格施工実績は、

出資比率が２０％以上の工事に限ります。 

・鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の解体工事 

   (ｷ) 建設業法第２６条に定める解体工事業に係る主任技術者又は監理技術者を配置できること。 

  イ 単体企業に必要な条件 

   (ｱ) 建設業法第３条の規定により、解体工事業について特定建設業の許可を受けていること。 

   (ｲ) この入札に参加する営業所（主たる営業所を含む。以下同じ。）を海部建設事務所管内または

一宮建設事務所管内に置き、当該営業所で解体工事業を営んでいること。なお、「営業所」と

は、建設業法第３条に規定する営業所を指し、「主たる営業所」とは、建設業法に基づく建設業

の許可申請時（変更届出を含む。）に届け出た、主たる営業所を指す。 

   (ｳ) 令和６年度及び令和７年度のあま市入札参加資格の認定において、認定された解体工事業及び

ほ装工事業に係る建設業法第２７条の２３の規定に基づく経営事項審査結果の総合数値が、解体

工事業及びほ装工事業とも７５０点以上であること。 

 (ｴ) 元請として、過去１５年間に、次に掲げる参加資格施工実績があること。なお、共同企業体の

構成員としての参加資格施工実績は、出資比率が２０％以上の工事に限ります。 

・３⑴ア(ｶ)に掲げる工事で、延べ面積２,８００㎡以上の建築物 

また、延べ面積については、１棟で判断することとし、１契約で複数棟の実績であっても、複

数棟の延べ面積の合計は認めません。 

   (ｵ) 建設業法第２６条に定める解体工事業に係る主任技術者又は監理技術者を配置できること。た

だし、下請代金の総額が５，０００万円以上となる場合には、監理技術者資格者証及び監理技術

者講習修了証を有する者を監理技術者として配置することが必要となります。また、請負代金の

額が４，５００万円以上となる場合には、配置される技術者は本工事に専任であることが必要と

なります。ただし、主任技術者にあっては、建設業法施行令（昭和３１年政令第２７３号）第２

７条第２項に該当する場合には、同一の主任技術者が兼務できることとなります。また、監理技

術者にあっては監理技術者補佐（建設業法第２６条第３項第２号に規定する者をいう。以下同

じ。）を専任で配置し、特記仕様書で定める兼務要件を満たす場合には、他の工事と兼務できる

こととなります。 

   (ｶ) 配置予定の主任（監理）技術者は、参加申込書を提出する前日までに元請として完了した３⑴

イ(ｴ)に掲げる工事に監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者又は現場代理人として従事した経

験を有する者であること。なお、監理技術者補佐として従事した経験については、専任で従事し

た経験に限ります。また、工事の途中で監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者又は現場代理

人の交代があった場合は、一般財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報サービス（以

下「コリンズ」という。）の変更届及び実施工程表等により従事した経験が確認できる場合に限

り認めます。 

   (ｷ) 単体企業として参加申込書を提出した場合、特定ＪＶの構成員として参加申込書を提出するこ

とはできません。 

  ウ 特定ＪＶの全ての構成員に必要な条件 

   (ｱ) 特定ＪＶに対する出資比率が、均等割の１０分の６を下回らないこと。 

   (ｲ) 本工事について、２以上の特定ＪＶの構成員でないこと。 

   (ｳ) 特定ＪＶとして参加申込書を提出した場合、その構成員は、単体企業として参加申込書を提出

することはできません。 

  エ 特定ＪＶの代表者となる構成員に必要な条件 



   (ｱ) 特定ＪＶに対する出資比率が、構成員中最大であること。 

   (ｲ) 建設業法第３条の規定により、解体工事業について特定建設業の許可を受けていること。 

   (ｳ) この入札に参加する営業所を海部建設事務所管内または一宮建設事務所管内に置き、当該営業

所で解体工事業及びほ装工事業を営んでいること。 

   (ｴ) 令和６年度及び令和７年度のあま市入札参加資格の認定において、認定された解体工事業及び

ほ装工事業に係る建設業法第２７条の２３の規定に基づく経営事項審査結果の総合数値が、解体

工事業及びほ装工事業とも７００点以上であること。 

 (ｵ) 元請として、過去１５年間に、次に掲げる公共工事を完了した実績（以下「参加資格施工実

績」という。）があること。なお、共同企業体の構成員としての参加資格施工実績は、出資比率が

２０％以上の工事に限ります。 

・３⑴ア(ｶ)に掲げる工事で、延べ面積２,８００㎡以上の建築物 

また、延べ面積については、１棟で判断することとし、１契約で複数棟の実績であっても、複

数棟の延べ面積の合計は認めません。 

   (ｶ) 建設業法第２６条に定める解体工事業に係る主任技術者又は監理技術者を配置できること。た

だし、下請代金の総額が５，０００万円以上となる場合には、監理技術者資格者証及び監理技術

者講習修了証を有する者を監理技術者として配置することが必要となります。また、請負代金の

額が４，５００万円以上となる場合には、配置される技術者は本工事に専任であることが必要と

なります。ただし、主任技術者にあっては、建設業法施行令第２７条第２項に該当する場合に

は、同一の主任技術者が兼務できることとなります。また、監理技術者にあっては監理技術者補

佐（建設業法第２６条第３項第２号に規定する者をいう。以下同じ。）を専任で配置し、特記仕

様書で定める兼務要件を満たす場合には、他の工事と兼務できることとなります。 

   (ｷ) 配置予定の主任（監理）技術者は、参加申込書を提出する前日までに元請として完了した３⑴

エ(ｵ)に掲げる工事に監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者又は現場代理人として従事した経

験を有する者であること。なお、監理技術者補佐として従事した経験については、専任で従事し

た経験に限ります。また、工事の途中で監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者又は現場代理

人の交代があった場合は、一般財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報サービス（以

下「コリンズ」という。）の変更届及び実施工程表等により従事した経験が確認できる場合に限

り認めます。 

  オ 特定ＪＶの代表者以外の構成員に必要な条件 

   (ｱ) この入札に参加する営業所を海部建設事務所管内に置き、当該営業所で解体工事業または、ほ

装工事業を営んでいること。 

   (ｲ) 令和６年度及び令和７年度のあま市入札参加資格の認定において、認定された解体工事業また

は、ほ装工事業に係る建設業法第２７条の２３の規定に基づく経営事項審査結果の総合数値が、

解体工事業は７００点以上、ほ装工事業は７００点以上であること。 

   (ｳ) 本工事に対応する主任技術者は、解体工事業に係る国家資格を有する者を専任で配置できるこ

と。 

⑵ 入札参加を希望する者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 

  なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、

あま市公共工事等入札心得書第９条の２の規定に抵触するものではありません。 

 ア 資本関係のある者 

(ｱ) 親会社等（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第４号の２に規定する親会社等をいう。

以下同じ。）と子会社等（同条第３号の２に規定する子会社等をいう。以下同じ。）の関係にあ

る場合 



  (ｲ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 

イ 人的関係のある者。ただし、(ｱ) については、会社等（会社法施行規則（平成１８年法務省令第

１２号）第２条第３項第２号に規定する会社等をいう。以下同じ。）の一方が、民事再生法第２条

第４号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社（会社更生法第２条第７項に規定する更

生会社をいう。以下同じ。）である場合を除く。 

(ｱ) 一方の会社等の役員（会社法施行規則第２条第３項第３号に規定する役員のうち、次に掲げる

者をいう。以下同じ。）が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 

a 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。 

(a) 会社法第２条第１１号の２に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である

取締役 

(b) 会社法第２条第１２号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 

(c) 会社法第２条第１５号に規定する社外取締役 

(d) 会社法第３４８条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しな

いこととされている取締役 

       b 会社法第４０２条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 

     c 会社法第５７５条第１項に規定する持分会社（合名会社、合資会社又は合同会社をいう。）

の社員（同法第５９０条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しな

いこととされている社員を除く。） 

     d 組合の理事 

     e その他業務を執行する者であって、 a から d までに掲げる者に準ずる者 

(ｲ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人（民事再生法第６４条第２項又は会社更生法第

６７条第１項の規定により選任された管財人をいう。以下同じ。）を現に兼ねている場合 

(ｳ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 

ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合 

組合（共同企業体を含む。）とその構成員が同一の入札に参加している場合、その他上記ア又はイ

と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合 

⑶ 本工事に係る設計業務受託者と資本関係又は人的関係がある建設業者でないこと。 

  ア 「本工事に係る設計業務受託者」は、次に掲げる者である。 

     株式会社岩崎設計事務所 

イ 「受託者と資本関係又は人的関係がある建設業者」とは、次のいずれかに該当する者とする。 

(ｱ) 受託者と資本関係のある者 

a 親会社等と子会社等の関係にある場合 

   b 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 

(ｲ) 受託者と人的関係のある者。ただし、 a については、会社等の一方が、民事再生法第２条第

４号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社である場合を除く。 

a 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 

     b 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 

      c 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 

(ｳ) その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合 

受託者との関係が、組合（共同企業体を含む。）とその構成員の関係にある場合、その他上記

(ｱ)又は(ｲ)と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合 

  ⑷ 特定ＪＶの結成は、あま市建設工事共同企業体取扱に関する要領（令和元年あま市訓令第７号）

に定める特定建設工事共同企業体協定書によらなければならない。 



 

４ 設計図書等の配布及び質問 

⑴ 設計図書等について 

設計図書等の閲覧及び配布の電子化をしておりますので、設計図書等をあいち電子調達共同システ

ム（ＣＡＬＳ／ＥＣ）の入札情報サービスの入札公告からダウンロードしてください。 

アドレス 

https://www.chotatsu.e-aichi.jp/portal/index.jsp 

  （「ポータルサイト」→「入札情報サービス」→「入札公告」→「調達機関・あま市・検索」

→「該当工事名をクリック」） 

 なお、設計図書等がダウンロードできない場合などは、次の場所へ問い合わせてください。 

ア 問い合わせ場所 

「16 問合せ先」 

イ ダウンロードできる期間 

令和７年４月２１日（月）午後６時から令和７年５月１４日（水）午後５時まで 

 ⑵ 質問について 

本工事に対する質問及び回答は、次のとおりとする。 

ア 受付期間 

令和７年４月２１日（月）から令和７年５月７日（水）（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関す

る法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日（以下「休日」という。）を除く。）の午前

９時から午後４時まで 

イ 提出方法 

 質問書【様式１】に必要事項を記入し「16 問合せ先」へメール送信すること。 

なお、送信後は、直ちに「16 問合せ先」へ電話連絡し受信確認を行うこと。 

ウ 回答の掲載期間 

 令和７年５月９日（金）午前９時から令和７年５月１４日（水）午後５時まで 

エ 確認方法 

 入札情報サービス（本件入札公告を掲示しているページに添付資料として掲載）から確認するこ

と。 

 

５ 入札参加申込 

⑴  入札に参加を希望する者は、制限付一般競争入札参加申込書【様式２】及び誓約書【様式３】（以

下「参加申込書等」という。）を電子入札システムにより提出すること。また、特定ＪＶとして参加

申込をする場合は、あま市建設工事共同企業体取扱に関する要領に定める特定建設工事共同企業体建

設工事入札参加資格審査申請書【様式４－１】、特定建設工事共同企業体協定書【様式４－２】及び

委任状【様式４－３】（以下「企業体審査申請書等」という。）を持参により１部提出してくださ

い。なお、期限までに参加申込書等、企業体審査申請書等を提出していない者は、入札に参加するこ

とができない。 

⑵  参加申込書等の受付期間 

令和７年４月２１日（月）午後６時から令和７年５月１２日（月）午後４時までの電子入札システ

ム稼働時間内（電子入札システムの稼働時間は、日曜日、土曜日及び休日を除いた日の午前８時から

午後８時まで。） 

 

６ 入札書及び工事費内訳書の提出期間 



令和７年５月１３日（火）午前８時３０分から令和７年５月１４日（水）午後５時までの電子入札シ

ステム稼働時間内（電子入札システムの稼働時間は、日曜日、土曜日及び休日を除いた日の午前８時か

ら午後８時まで。） 

 

７ 開札予定日時及び開札場所 

令和７年５月１４日（水） 午後５時１５分 

  あま市役所 ２階 教育部スポ－ツ課 

 

８ 入札保証金 

  入札参加者は、見積る契約の１００分の５以上の金額の入札保証金又は ⑴ に掲げる入札保証金の納

付に代わる担保（以下「入札保証金等」という。）を提供すること。ただし、 ⑵ に該当するときは、

入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。 

⑴ 入札保証金の納付に代わる担保 

ア 入札保証金の納付は、国債及び地方債のほか、次に掲げる担保の提供をもって代えることができ

る。 

(ｱ) 政府の保証のある債券 

(ｲ) 市長が確実と認める社債 

(ｳ) 銀行その他市長が確実と認める金融機関（以下「銀行等」という。）に対する定期預金債券 

(ｴ) 銀行等が振り出し、又は支払保証した小切手 

(ｵ) 銀行等の保証 

イ アに定める担保の価値は、国債及び地方債にあっては政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用

スル国債ノ価格ニ関スル件（明治４１年勅令第２８７号）の例による金額、その他の債券にあって

は額面金額又は登録金額（発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額）の１０分

の８の金額、定期預金債券にあっては債券金額の１０分の１０の金額、小切手にあっては券面金

額、保証にあってはその保証する金額によるものとする。 

⑵ 入札保証金の納付を免除する場合 

以下のいずれかを満たす場合、入札保証金の納付を免除する。この場合、以下のいずれかを満たす

ことを証する書類（以下「納付免除の確認資料」という。）を持参により提出すること。 

ア 保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。 

イ 地方自治法施行令第１６７条の５の規定により市長が定める資格を有する者で、過去２年の間に

国（公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって

締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したものであって、その者が契約を締結しないこととなる

おそれがないと認められるとき。 

 ⑶ 入札保証金等の受付方法 

  ア 入札保証金 

(ｱ) 入札保証金提出書【様式５－１】へ必要事項を記入し、持参により提出すること。なお、提出

に当たっては、事前に持参する日時を「16 問合せ先」へ電話連絡すること。 

(ｲ) 入札保証金提出書の提出後、当該提出書に記載された金額の納入通知書を発行するので、現金

に当該納入通知書を添えて指定金融機関等で納入すること。 

(ｳ) 納入後は、納入通知書兼領収書の写しを持参により提出すること。 

(ｴ) 納入通知書兼領収書の写しの提出をもって、入札保証金の受付とする。 

イ 入札保証金の納付に代わる担保 

(ｱ) 有価証券提出書【様式５－２】へ必要事項を記入し、持参により提出すること。なお、提出に



当たっては、事前に持参する日時を「16 問合せ先」へ電話連絡すること。 

(ｲ) 有価証券提出書の提出後、有価証券納付書を交付するので、有価証券等に当該納付書を添え

て、会計管理者（あま市役所 １階 会計課）に提供すること。 

(ｳ) 提供後は、有価証券受領書の写しを持参により提出すること。 

(ｴ) 有価証券受領書の写しの提出をもって、入札保証金の納付に代わる担保の受付とする。 

  ウ 銀行等の保証 

    銀行等の保証に係る保証書を持参により提出すること。 

⑷ 入札保証金等及び納付免除の確認資料の受付期間 

   令和７年４月２１日（月）から令和７年５月１２日（月）までの日曜日、土曜日及び休日を除いた

午前９時から午後４時まで 

⑸ 入札保証金等の還付 

ア 入札保証金等は、入札終了後直ちにこれを還付する。ただし、落札者にあっては、契約を締結し

たときに還付する。なお、還付に当たっては、提供物に応じて以下のとおり請求書等を「16 問合

せ先」へ提出すること。 

(ｱ) 入札保証金 

入札保証金返還請求書【様式６－１】へ必要事項を記入し、持参又は郵送により提出するこ

と。なお、還付は当該請求書記載の口座へ振り込むため、当該請求書の提出があった日から２週

間程度要する。 

(ｲ) 入札保証金の納付に代わる担保 

         有価証券返還請求書【様式６－２】へ必要事項を記入し、持参又は郵送により提出すること。

返還は手渡しとするため、返還手続き完了後、請求者へ電話連絡をするので、「16 問合せ先」

へ来所すること。なお、返還には、当該請求書の提出があった日から１週間程度要する。 

(ｳ) 銀行等の保証 

         保証書に係る受領書【様式６－３】へ必要事項を記入し、持参又は郵送により提出すること。

返還は手渡しとするため、返還手続き完了後、請求者へ電話連絡をするので、「16 問合せ先」

へ来所すること。なお、返還には、当該請求書の提出があった日から１週間程度要する。 

イ アのただし書の規定にかかわらず、落札者から申出があったときは、当該入札保証金を契約保証

金に充当することができる。 

 ⑹ 入札保証期間 

   令和７年５月１３日（火）から令和７年６月１２日（木）が含まれるように設定すること。 

 ⑺ 入札保証金等及び納付免除の確認資料の受付先 

   「16 問合せ先」のとおり。ただし、提出先等を別に指示している場合は、この限りでない。 

 

９ 入札の無効 

次に掲げる入札は、無効とする。 

⑴ 虚偽の申請を行った者のした入札、あま市建設工事等電子入札実施要綱第１６条及びあま市公共工

事等入札者心得書第１４条において示した条件等入札に関する条件に違反した入札 

⑵ 入札説明書において示した工事費内訳書に関する条件に違反した入札 

 

10 落札者の決定方法 

⑴ 予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札候補者とする。なお、同額の入

札を行った落札候補者となるべき者が２者以上あるときは、電子くじにより落札候補順位を決定する

ものとする。 



⑵ 落札候補者となった者は、開札日の翌日から起算して２日（日曜日、土曜日及び休日を除く。）以

内の午前９時から午後４時までに、入札参加資格を確認するための書類（以下「資格確認申請書等」

という。）を次のとおり持参により提出すること。なお、提出期限までに資格確認申請書等を提出し

ない場合は、当該落札候補者の入札は無効とする。 

ア 資格確認申請書等 

 (ｱ) 制限付一般競争入札参加資格確認申請書【様式８】 

 (ｲ) 本工事と同種又は類似工事の施工実績調書【様式９】 

(ｳ) 配置予定技術者の資格及び工事経歴【様式１０】 

 (ｴ) 他添付書類 

イ 資格確認申請書等の提出場所 

「16 問合せ先」のとおり。 

 ⑶ 資格確認申請書等による審査の結果、入札参加資格要件を満たしていることが確認された場合は、

その者を落札者として決定する。ただし、入札参加資格要件を満たしていない場合は、次順位の者を

落札候補者とし、入札参加資格要件を満たす者が確認できるまで同様の審査を行う。この場合、10⑵

中「開札日」を「提出を求められた日」と読み替える。 

⑷ 落札候補者が入札参加資格要件を満たしていないことを確認したときは、当該落札候補者に対して

制限付一般競争入札参加資格不適格通知書によりその旨を通知する。この場合、通知を受けた者は、

当該通知の日から起算して３日（日曜日、土曜日及び休日を除く。）以内に、その理由について書面

により説明を求めることができる。 

⑸ 落札者を決定したときは、速やかに電子入札システムにより落札者決定通知書を通知する。 

 

11 契約書作成の要否 

要する。 

本契約は、あま市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成２２年あま

市条例第５５号）第２条の規定に該当するため、落札者決定後速やかに仮契約を締結し、議会の議決を

経た得た上で本契約を締結する。 

 

12 契約の保証 

⑴ 落札者は、あま市契約規則第３３条の規定に基づき、契約金額の１００分の１０以上の契約保証金

を納めなければならない。 

⑵ 落札者が、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。 

ア 市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 

イ 市を債権者とする公共工事履行保証証券による保証を付したとき。 

⑶ 契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。 

ア 有価証券（利付き国債又は愛知県公債）の提供 

イ 銀行等（出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律（昭和２９年法律第１９５号）

第３条に規定する金融機関）又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２

７年法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社）の保証 

⑷ ⑴から⑶までに掲げる契約の保証は、契約の締結時までに付さなければならない。 

⑸ 契約保証金は、契約履行の確認後に還付する。 

 

13 支払条件 

 あま市公共工事の前金払の取扱いに関する要綱（平成３１年あま市告示第２９号）及びあま市公共工



事請負契約約款の規定に基づき前金払、中間前金払及び部分払を請求することができる。 

⑴ 発注者は、予算の都合等により必要があるときは、支払限度額及び出来高予定額を変更することが

できるものとする。 

⑵ 中間前金払 

  ア 中間前金払は、以下の要件をすべて満たした場合に請求できるものとする。 

   (ｱ) 工期の２分の１が経過していること。 

(ｲ) 工程表により工期の２分の１を経過するまでに実施すべき作業が行われていること。 

(ｳ) 既に行われた工事に係る作業に要する経費が出来高予定額の２分の１以上の額に相当するもの

であること。 

⑶ 部分払 

  中間前金払を請求した場合は、部分払を請求することができない。 

 

14 特定の不正行為に対する措置 

⑴ 本契約に関し、談合、贈賄等の不正な事実が判明した場合には、損害賠償を請求する。また、損害

賠償の請求に併せて本契約を解除することがある。 

⑵ 本契約に関し、妨害又は不当要求を受けた場合は、速やかに市に報告するとともに警察へ被害届を

提出しなければならない。これを怠った場合は、指名停止措置又は競争入札による契約若しくは随意

契約において契約の相手方としない措置を講ずることがある。 

⑶ 契約を締結するまでの間に、落札者があま市工事等請負業者指名停止取扱に関する要領の別表各号

に掲げる措置要件のいずれかに該当することが明らかになった場合又はあま市が行う調達契約等から

の暴力団排除に関する要綱に掲げる排除措置の対象となる法人等のいずれかに該当することが明らか

になった場合は、契約を締結しないことがある。この場合、あま市は一切の損害賠償の責を負わない

ものとする。 

⑷ 本契約の締結後、請負者が排除措置の対象となる法人等のいずれかに該当することが明らかになっ

た場合には、本契約を解除し、損害賠償を請求することがある。 

⑸ 本契約の履行に当たって、請負者が工事の下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約（以

下「下請契約等」という。）を締結した場合において、下請契約等の相手方が排除措置の対象となる

法人等のいずれかに該当することが明らかになった場合は、発注者は、下請契約等の解除を求めるこ

とがあります。このとき、請負者が下請契約等の解除に応じなかった場合は、請負者との契約を解除

し、損害賠償を請求することがあります。この場合、市は一切の損害賠償の責を負いません。 

 

15 その他 

⑴ 入札参加者は、本公告等を熟読し、公正かつ適正に入札すること。 

⑵ 提出書類等は返却しない。また、原則として公表せず、本入札手続以外の目的で利用はしない。 

⑶ 現場説明会は実施しない。 

⑷ 配置予定の主任（監理）技術者について 

ア 落札者は、資格確認申請書等に記載した配置予定の主任（監理）技術者を本工事の現場に配置す

ること。なお、主任（監理）技術者を変更することができるのは、病休、死亡、退職等の特別な場

合に限る。 

イ 工事工期が重複する複数の工事（他の機関の発注も含む。）に同一の主任（監理）技術者を配置

予定の技術者として入札に参加している場合に、それらの工事の入札のうち一つの入札の落札者又

は落札候補者と決定された時点で、技術者を専任で配置することが求められていない場合を除き、

それ以降に行われるその他の入札は辞退しなければならない。この場合は、入札書の提出期間内に



電子入札システムで作成した辞退届を送信すること。 

なお、入札書を送信した後に辞退する事由が生じた場合は、「16 問合せ先」へその旨を連絡し、

速やかに辞退届を書面で提出すること。 

 ⑸ 本案件は、労働環境確認報告書の作成及び提出の対象工事です。 

  入札参加者は、このことを確認の上、入札に参加すること。 

  参照（https://www.city.ama.aichi.jp/bussiness/nyusatsu/osirase/1010117.html） 

 

16 問合せ先 

〒４９７－８６０２ あま市七宝町沖之島深坪１番地 

あま市役所 

担 当 教育部スポーツ課 

電 話 ０５２-４８５-６１５０ 

ＦＡＸ ０５２-４４３-８２１０ 

メール sport@city.ama.lg.jp 


